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重重三重県産品三重県産品 大大営業拡大支援事業営業拡大支援事業費費費費     

 

フードイノベーション課  

 

 

（ 事 業 費 ： ４ ５ ， ５ ０ ４ 千 円  県 費 １ ０ /１ ０ ）  

 

１    事事業目的  

 三 重 県 の農 林 水 産 業 が、持 続 的 に発 展 していくためには、食 の魅 力 を生 かした「も

うかる農 林 水 産 業 」の実 現 をめざすことが不 可 欠 です。 

 このため、県 内 へのバイヤー招 へい等 により商 談 ・意 見 交 換 を実 施 するとともに、大

都 市 圏 （首 都 圏 、中 京 圏 、関 西 圏 ）や海 外 等 において、県 産 品 及 びその背 景 となる

本 県 の魅 力 を発 信 し、県 産 品 の認 知 度 向 上 及 び販 路 開 拓 に取 り組 みます。 

 

 

２    事事業内容  

）（１） 圏大都市圏営 支営業拡大支援事業    B(B) 新【一部新規】（２０，５０９千円） 
県 内 へのバイヤー招 へいによる商 談 ・意 見 交 換 を実 施 し、県 内 事 業 者 の販 路

拡 大 の取 組 を支 援 します。 

また、４年 ごとに開 催 されている「第 ８回  ’１３食 博 覧 会 ・大 阪 」に出 展 し、県 産 品

の情 報 発 信 をすすめます。   

【主 要 事 業 】 

①大 都 市 圏 営 業 拡 大 支 援 事 業 （１７７，５０１ ）千 円 ） 一 部 新 規〔一 部 新 規 〕    

大 都 市 圏 等 のバイヤー等 の県 内 招 へい、展 示 商 談 会 の出 展 やアドバイザ

ー派 遣 等 により、県 内 事 業 者 の商 談 や意 見 交 換 の場 づくりを行 います。 

②食 博 覧 会 大 阪 三 重 県 ブース企 画 運 営 事 業 （ ，０３，００８千 円 ）〔新 規 〕    

大 阪 市 内 で４年 ごとに開 催 される日 本 最 大 級 の食 のイベントである「第 ８回 

’１３食 博 覧 会 ・大 阪 」に三 重 県 ブースを出 展 し、関 西 圏 における情 報 発 信 を

行 います。 

 

）（２）海外 出拡輸出拡大推進事事業 A(A) 規【一部新規】（１４４，３６６ 円千円）  

台 湾 、タイで三 重 県 物 産 展 を開 催 し、海 外 への輸 出 機 会 を確 保 し、販 路 拡 大

への支 援 をすすめます。  
 

））（３）（３） 成 り ェク成 り ェク平成おかげ参りプロジェクト平成おかげ参りプロジェクト推進推進事事事業事業(A)(A)【新規】【新規】((１１１１ ２９２９０，６２９０，６２９千円千円)) 

平 成 ２５年 度 の神 宮 式 年 遷 宮 にあわせ、全 国 の有 名 百 貨 店 と協 力 して、観 光

物 産 展 を開 催 し、全 国 からの誘 客 と県 産 品 の販 路 拡 大 に取 り組 みます。  
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みえフードイノベーション運営事業（Ｂ） 

 

フードイノベーション課 

 

（事業費：３８，５３０千円（県費８，７６７千円、国費２９，７６３千円）） 

 

１ 事業目的 

 県内の農林水産資源を活用し、生産者や食品産業事業者、ものづくり企業等の様々

な業種や、大学、研究機関、金融機関、市町、県などの産学官の多様な主体の知恵や

技術を結集し、融合することで、新たな商品やサービスを革新的に生み出すしくみを

県内全域で形成できる取組として、「みえフードイノベーション」を推進し、本県を

食の一大拠点とする。 

 

２ 事業内容 

（１） みえフードイノベーション・ネットワーク運営事業 

（７，６２６千円（県費３，８１４千円、国費３，８１２千円） 

県が事務局となり立ち上げた「みえフードイノベーションネットワーク」を活用

し、農林水産資源や県内企業等が持つ独自技術などの情報を収集・提供するととも

に、事業者等の連携による商品開発等に取り組むプロジェクトを創出するためのコ

ーディネートを行う。 

  ①成果報告会、交流会の開催（１回）（６４５千円） 

  ②ネットワークの運営（２，０００千円） 

  ・アドバイザー報酬等（９９３千円） 

  ・展示会出展委託（１，００７千円） 

   首都圏での展示商談会に「みえフードイノベーションとして出展し、みえフー

ドイノベーションの活動状況をＰＲすることにより、県外企業に対し本県の活

動を発信し、県外企業等の「みえフードイノベ－ション」への参加を促すとと

もに、プロジェクトから生まれた商品等の販路開拓を促進する。 

  ③コーディネーター委託（４，９８１千円） 

   「みえフードイノベーション」を推進するに当たっては、県内での異業種、産

学官連携を推進するコーディネーターの役割が必要不可欠なことから、幅広い

経験と提案能力を持つ機関にコーディネーター業務を委託し、商品開発プロジ

ェクトの創出を促進する。（商品開発プロジェクトの創出、「みえフードイノベ

ーション・ネットワーク」の運営に係る支援、現地学習会・研修会の開催に係

る支援） 
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（２） みえフードイノベーション・プロジェクト創出事業 

   （３０，９０４千円（県費４，９５３千円、国費２５，９５１千円） 

 新たな商品やサービスを革新的に生み出すしくみを県内全域で形成するため、県

内各地で素材生産やものづくり技術等の現地見学会・研修会を開催するとともに、

そこから展開する企業連携によるプロジェクトを多数立ち上げ、売れる商品やサー

ビスが次々に生まれる仕組みを構築する。 

また、県産農林水産資源の一層の活用を図るために、県内企業の持つ高度な技術

（粉砕、抽出、加熱など）の活用と、専門機関による分析・評価を加えることによ

り、商品化を行う事業者が活用しやすい素材に転換し、三重を牽引するような三重

県らしさや物語性を持った付加価値の高い商品化を促進する。さらに、商品化を進

める施設整備を支援する。 

  ①現地見学会（１０回）、研修会（１０回）の開催（５２２千円） 

  ②未利用資源素材化経費（３，３８２千円） 

  ・未利用資源の一次加工・分析・評価委託 

   平成２４年度に三重大学に整備する「素材化ラボ（仮称）」において、県内の未

利用農林水産資源を加工・分析・評価を行うことにより、これまで廃棄等をし

ていた農林水産物を加工素材として蘇らせ、利用価値のある素材として商品を

作るメーカー等が使いやすい形に変換し、もうかる農林水産業の実現につなげ

る。 

  ③プロジェクト補助金（２７，０００千円） 

  ・産学官連携スタートアップ補助 

     国交付金１，５００千円×６ 

     県単補助１，０００千円×３ 

  ・プロジェクト活動整備補助 

     国交付金３，０００千円×５ 

 

３ 期待される効果 

 本県の特色ある農林水産資源と県内企業が持つ独自技術を組み合わせることで、三

重県から世界中、日本中に発信できる「売れるもの（商品）づくり」を実現し、そこ

から生まれた魅力ある三重県産品を国内外に発信することにより、地域経済の活性化

につなげる。 
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強 概要地域捕獲力強化促進事業費事業概要

（ ２ ３千 １ ）（ ２ ３千 １ ）（事業費 ２８，８６３千円 県費１０／１０）（事業費 ２８，８６３千円 県費１０／１０）

１１ 事業の目的

野生鳥獣による農林水産被害を減少させるためには、適正な捕獲を推進し、地域にお

ける野生鳥獣の個体数調整を進める必要があります。

このことから、大量捕獲技術の確立や各地域における捕獲技術の向上・普及、狩猟免

許取得の促進などを行うとともに、市町が行っている捕獲活動や実施隊等の活動、広域

連携での捕獲活動などに対する支援を行います。

２２ 事業の必要性

被害の原因となる増えすぎた野生鳥獣の個体数を減少させる必要があることから、わ

なによる大量捕獲技術の確立、捕獲技術の普及、各地域における捕獲活動の促進、地域

における野生鳥獣の捕獲力の強化を図る必要があります。

３３ 事業の内容

（ 量 術 普 ， 千（ 量 術 普 ， 千（１）大量捕獲技術の確立・普及（５，４３０千円）（１）大量捕獲技術の確立・普及（５，４３０千円）

ニホンザルの大量捕獲、囲いわなによる捕獲技術の確立を行うとともにドロップネ

ットの普及促進を行います。

（ 獲 向 ５（２）捕獲技術の向上（２９５千円）

地域における捕獲技術の向上を図るため研修会等を開催し、捕獲技術の向上及び普

及を行います。

（ 獲 成 １ 円（３）捕獲者の育成等（１，１３８千円）

捕獲者の増加を図るため、狩猟免許取得促進のためのＰＲを行うとともに、有害鳥

獣駆除捕獲者の確保に向けての啓発を行います。また、新規銃猟者確保のため、有害

捕獲を実施する者に対し、銃猟免許取得への補助を実施します。

規 許 保 【◎新規銃猟免許所持者確保補助金【新規】

免許取得時の経費負担が大きく、免許取得者の減少が続いている第一種銃猟免許

について、新規で免許を取得して有害鳥獣駆除に取り組む捕獲者に対して免許取得に

かかる経費の一部を補助します。

事 主（事業実施主体）地域協議会

補補（補助率）（補助率）県１／２

算（予算額）１，０００千円
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（ 施 活 の ２ ０（４）実施隊等の活動のための支援（２，０００千円）

実施隊等の捕獲者の確保や活動及び体制づくりを支援します。

施 動 補◎実施隊等活動支援事業補助金

実施隊又は捕獲隊の捕獲機能を充実させることにより、組織による捕獲体制の強化

を図るとともに、集落内でわなの捕獲技術の向上のための指導や捕獲後の止め刺し等

の支援を行うことにより、地域での捕獲力の向上を図ります。

想 補 費（想定する補助対象経費）

① 実施隊員又は捕獲隊員が使用する銃・保管庫・実包の購入費

② 実施隊員又は捕獲隊員の狩猟免許更新のための経費

③ わなの捕獲指導に係る経費、止め刺しに係る活動経費など

事 主（事業実施主体）市町

補（補助率）県１／２

算（予算額）２，０００千円

（ 害 た （ ０ 円（５）被害軽減のための支援（２０，０００千円）

野生鳥獣による農林水産物の被害を軽減するための市町等の個体数調整への取組

や、集落や市町間を越えて広域連携した一斉捕獲を行う取組への支援を行います。

害 獲 事◎有害鳥獣捕獲緊急対策事業

個体数調整等のための取り組みを促進するため、捕獲作業等にかかる移動経費、捕

獲作業労務費、捕獲個体の運搬費用、埋設費用、焼却費用等に対して支援を行います。

事 主（事業実施主体）市町

補（補助率）県１／２

算（予算額）１８，０００千円

害 獲 推 【害 獲 推 【◎有害鳥獣捕獲広域連携推進事業【新規】◎有害鳥獣捕獲広域連携推進事業【新規】

広域連携による一斉捕獲を進めるため、打ち合わせ経費、移動経費、捕獲作業労務

費、捕獲個体の運搬費用、埋設費用、焼却費用等に対して支援します。

事 主事 主（事業実施主体）（事業実施主体）市町

補（補助率）県１／２以内

算（予算額）２，０００千円

４４ 事業の効果

地域での捕獲力を強化することによって、個体数調整が進み、被害を軽減することが

できます。



6

に 推進獣害につよい地域づくり推進事業費事業概要

（ ７ ３６ ち １３（ ７ ３６ ち １３（事業費 ７５９，１３６千円 うち県費９，１３６千円）（事業費 ７５９，１３６千円 うち県費９，１３６千円）

１１ 事業の目的

地域住民の積極的な参加により獣害対策に取り組む集落や地域を育成・支援するとと

もに、地域における獣害対策の展開を支える人材の育成を図ります。

また、より多くの県民に、野生獣による被害や対策の現状などを情報発信し、広域的

な獣害対策の展開を促進します。

２２２ 事業の必要性２ 事業の必要性

獣害の減少のためには、野生獣の生態を踏まえた科学的根拠に基づく、地域ぐるみで

の獣害対策の展開が必要です。

３３３ 事業の内容３ 事業の内容

（ 害 い 域 の ３ ８千（１）獣害につよい集落・地域づくりの推進（３，１０８千円）

集落ぐるみで獣害対策に取り組む地域を支援するため、座談会や技術実証、アドバ

イスなどの活動を行います。また、集落間、市町間で連携して対策を実施する広域的

な取り組みを進めていきます。

（ 害 関 の ３ 円（２）獣害対策に関わる人材の育成（３９３千円）

獣害につよい地域づくりや市町の実施隊を支える地域リーダーや多様な人材の育成

を図るため、地域リーダー育成研修会などを開催します。

（ 害 画 の 向 援 ２， 千（３）被害防止計画（市町）の達成に向けた支援（７５２，０００千円）

鳥獣被害特別措置法に基づき市町が作成した被害防止計画を達成するため、鳥獣被

害防止施設整備や地域協議会での取り組みを推進します。

獣 止 事 助◎鳥獣被害防止総合対策事業費補助金

国の鳥獣被害防止総合対策交付金を活用した各市町の被害防止計画に基づくソフト

及びハード事業面での対策の推進を行います。

事 主事 主（事業実施主体）（事業実施主体）地域協議会

補（補助率）国１０／１０～１／２

算（予算額）７５０，０００千円

獣 に 集 成 業 】獣 に 集 成 業 】◎「獣害対策に取り組む集落」育成支援事業【新規】◎「獣害対策に取り組む集落」育成支援事業【新規】

集落ぐるみで行う追い払い等に係る経費のうち、平成２４年度に国交付金対象経

費から外れた追い払い資材等の経費を支援することにより、県が進める「獣害対策

に取り組む集落」の育成を加速させます。

想 補 費想 補 費（想定する補助対象経費）（想定する補助対象経費）

① 野生獣駆逐用煙火、モデルガン、パチンコ等追い払い資材の購入経費

② モンキードッグ訓練費にかかる経費等

事 主（事業実施主体）地域協議会

補補（補助率）（補助率）県１／２以内

算（予算額）２，０００千円
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（（４） 獣 農 の つ え ーラ の「野生獣による農林産物への被害について考えるフォーラム」等の開催

， 千（１，６９１千円）

野生鳥獣による農林水産物の被害について考える月間（９月）を設定するとともに、

広く県民を対象としたフォーラムや県の取り組みを紹介する事例報告会を開催しま

す。

（ 当 、 の （ ４ ）（５）担当者会議、研修会への出席等（１，９４４千円）

国、県が主催する会議・研修会への出席、市町・集落等との連絡・調整を行います。

４４ 事業の効果

集落ぐるみでの獣害対策が進み、地域住民が自立して対策を実施し、被害の軽減を進

めることができます。
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県内産肉用牛放射県内産肉用牛放射性物性物質質全頭全頭検査検査 施施等実施等実施 業業事業事業費費費費    

                                    農畜産課 

（事業費：２２，０００千円  県費１０／１０） 

 

１    事業目的    

県民の食の安全・安心の確保を図り、県内肉牛農家の経営安定、県産牛のブランド産

地に対する信頼を守るため、県内産肉用牛の全頭検査を引き続き実施します。 

  

２２    業内業内事業内容事業内容    

（１）県産牛放射性物質検査 （１９，４４０千円） 

畜産農家等の申請に基づき、県の測定機器を用いた県産牛の検査等を実施します。 

検査業務は、と畜場運営事業者（（株）三重県四日市畜産公社、(株)三重県松阪食肉

公社）に業務委託します。  

 

（２）放射性物質測定機器保守点検 （２，０００千円） 

   適正な検査を実施するため、測定機器の保守点検の業務を民間事業者に委託します。 

 

（３）県指導事務費 （５６０千円） 

   県内産肉用牛の全頭検査を円滑に実施するための指導等を行います。 





特定政策課題枠 事業一覧表 （農林水産部）

１．紀伊半島大水害を踏まえた自然災害への緊急的な対応

（単位：千円）

農林水産部 112

海岸保全施設整備事業費

（国補公共事業）

県内の農地海岸堤防の大半は、伊勢湾台風後に

築造され、築後約50年が経過しています。部材の

経年変化、波力等による損傷や機能低下が進行し

ているため、海岸保全施設の機能強化（台風時の

高潮対策及び耐震対策）や堤防補強対策により、

人命や資産の防護を図る必要があります。

また、自然災害の発生に備えて堤防機能の確保を

図るため、その脆弱箇所の補修・補強対策に取り

組むとともに、優先度の高い箇所から効率的な整

備を行うことにより施設の安全性を向上させます。

57,750

農林水産部 112

基幹土地改良施設防災機

能拡充保全事業費（国補

公共事業）

県内には基幹的役割を果たす排水機場等の土地

改良施設が多数ありますが、老朽化等で機能が十

分に確保できないことにより、局地的な集中豪雨や

台風時に農地や人家等に多大な被害が起こること

が想定されます。これらの施設について、施設の

整備等を行なうことにより機能の向上を図り、被災

を軽減し、県民の安全を確保します。

593,120

農林水産部 112

地すべり対策事業費（国補

公共事業）

台風時や梅雨前線等による集中豪雨等により地す

べりが発生すると農地や人家等に多大な被害が起

こることが想定されます。そのため、地すべり防止

区域において施設を整備することにより県民の生

命や財産を守ります。

施設整備については、地すべりが発生する危険が

高い地域から重点的に整備し、堰堤など被害を軽

減する防災施設の整備を進めます。

84,000

農林水産部 112

緊急復旧治山事業費（国

補公共事業）

紀伊半島大水害により、「激甚災害」に指定された

地区のうち、浸水家屋戸数が２，０００戸以上など

の一定の要件に該当する被害が発生した地域に

おいて、緊急かつ集中的に復旧対策のための施

設整備を実施することにより、今後の降雨等による

再度の林地崩壊等の二次災害から、県民の生命・

財産を保全します。

410,368

農林水産部 112

漁港海岸防災・減災対策

プログラム事業費（国補公

共事業）

紀伊半島大水害など近年多発している自然災害を

踏まえ、高潮や津波が河川を遡上し、背後集落に

甚大な被害が発生する恐れがあるため、水門を整

備し、高潮、津波等による背後集落の浸水被害を

防止することにより、地域住民の安心・安全を確保

する措置を講じる町に対し支援します。

35,509

1,180,747合 計

事業概要部名 細事業名施策 事業費
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